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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．経常利益、当期純利益及び１株当たり当期純利益金額の△は、損失を示しております。 

４．持分法を適用すべき関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

５．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（千円） 47,557,541 54,599,849 59,241,951 61,591,027 67,937,096 

経常利益（千円） 1,633,802 △168,634 1,182,412 2,628,070 3,766,465 

当期純利益（千円） 735,314 △454,663 189,040 1,173,343 1,776,523 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 8,330,640 8,330,640 8,331,303 8,331,911 8,335,740 

発行済株式総数（株） 1,420,000 1,420,000 1,420,204 1,420,380 1,420,999 

純資産額（千円） 19,625,113 19,063,950 19,254,317 20,428,877 22,071,020 

総資産額（千円） 31,831,611 29,568,584 34,694,284 34,896,402 36,132,557 

１株当たり純資産額（円） 13,820.50 13,425.32 13,557.43 14,382.68 15,532.05 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 

（円） 

75 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

100 

(－) 

150 

(－) 

１株当たり当期純利益金額

（円） 
563.77 △320.19 133.13 826.10 1,250.53 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
560.35 － 132.37 820.98 1,237.01 

自己資本比率（％） 61.7 64.5 55.5 58.5 61.1 

自己資本利益率（％） 5.8 △2.4 1.0 5.9 8.4 

株価収益率（倍） 48.8 － 239.6 37.3 46.9 

配当性向（％） 14.5 － － 12.1 12.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
3,693,343 790,744 4,079,492 4,773,888 5,593,183 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△7,926,002 △7,114,178 △3,163,991 △2,159,487 △3,322,950 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
11,395,896 △1,133,877 2,564,017 △1,374,784 △1,455,379 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
7,936,007 478,677 3,869,966 5,123,127 5,913,862 

従業員数 

（外、平均臨時従業員数） 

（人） 

1,448 

(6,881) 

1,633 

(8,542) 

1,663 

(9,359) 

1,706 

(9,888) 

1,769 

(11,384) 



６．第８期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

２【沿革】 

年月 事項 

平成７年10月 スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インクと株式会社サザビー（現株式会社サザ

ビーリーグ）との間で締結された合弁契約に基づき、コーヒー等の販売及びコーヒーストアの経

営を目的として、東京都港区南青山四丁目22番５号にスターバックス コーヒー ジャパン 株式会

社を設立 

平成８年８月 第１号店「銀座松屋通り店」（東京都中央区）を開店 

平成10年11月 関西地区第１号店「梅田ＨＥＰ ＦＩＶＥ店」（大阪市北区）を開店 

平成11年３月 サポートセンター（本部）を東京都渋谷区神宮前二丁目22番16号に移転 

平成12年２月 第100号店「山王パークタワー店」（東京都千代田区）を開店 

平成12年３月 東海地区第１号店「名古屋ＪＲセントラルタワーズ店」（名古屋市中村区）を開店 

平成12年４月 九州地区第１号店「福岡ホークスタウン店」（福岡市中央区）を開店 

平成12年10月 東北地区第１号店「仙台エスパル店」（仙台市青葉区）を開店 

平成12年11月 中国地区第１号店「岡山ロッツ店」（岡山県岡山市）を開店 

平成13年１月 第200号店「立川伊勢丹店」（東京都立川市）を開店 

平成13年３月 社員パートナーと一定基準を満たすアルバイトパートナーを対象としたストックオプション制度

を導入 

平成13年４月 北海道地区第１号店「札幌パルコ店」（札幌市中央区）を開店 

平成13年５月 甲信越地区第１号店「新潟万代シテイ店」（新潟県新潟市）を開店 

平成13年５月 ホールビーンストア（コーヒー豆専門店）第１号店「小田急ハルク店」（東京都新宿区）を開店 

平成13年10月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」

市場）に株式を上場 

平成13年10月 第300号店「新大阪ニッセイビル店」（大阪市淀川区）を開店 

平成13年11月 TO GOスタイル（テイクアウト専門店）第１号店「日本橋メトロピア店」（東京都中央区）を開店 

平成14年２月 四国地区第１号店「高松丸亀町フェスタ店」（香川県高松市）を開店 

平成14年９月 第400号店「横浜シァル店」（横浜市西区）を開店 

平成14年12月 プリペイド式磁気カード「スターバックス カード」を導入 

平成15年４月 ドライブスルー型店舗第１号店「西友楽市守谷店」（茨城県守谷市）を開店 

平成15年11月 第500号店「名古屋 伏見 ＡＴビル店」（名古屋市中区）を開店 

平成16年９月 アスクル株式会社を通じてオフィス向け商品販売を開始 

平成16年12月 ライセンス店舗第１号店「羽田空港第２ターミナル ゲートエリア店」（東京都大田区）を開店 

平成17年２月 小規模対応の新コンセプト店舗第１号店「渋谷セルリアンタワー店」（東京都渋谷区）を開店 

 平成17年９月  RTD（Ready To Drink) コーヒー製品「スターバックス ディスカバリーズ」をコンビニエンスス

トアで発売開始  

 平成18年３月  第600号店「イオンナゴヤドーム前店」（名古屋市東区）を開店 



３【事業の内容】 

 当社は、日本国内においてスターバックス コーヒー ストアを展開しており、スターバックス・ブランドの下、コ

ーヒー及び関連商品を販売する事業を営んでおります。 

 スターバックス コーヒー ストアの店内では、独特の芳香と深い味わいを持つエスプレッソドリンクなどの飲み物

を、“バリスタ”と呼ばれる訓練された従業員がお客様の注文と好みに応じて丁寧に一杯ずつ作っております。ま

た、世界のコーヒー生産地から厳選された高級コーヒー豆も常に多種類取り揃えております。さらには、コーヒーに

合うフード類や菓子類、カップやエスプレッソマシンなどのコーヒー関連商品、その他オリジナルグッズや音楽CD等

も販売し、独自のコーヒー文化と、コーヒーを楽しむライフスタイルを店舗全体で演出し、お客様に提案致しており

ます。 

 当社は、スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インクより、日本国内においてスターバックス コー

ヒー ストアを開発・運営する独占的権利を付与されており、エスビーアイ・ネバダ・インクよりスターバックス コ

ーヒー ストアにおける商標、意匠、マーク、技術及びノウハウの使用許諾を、また、スターバックス・コーポレー

ションよりコーヒー豆等の商品の供給を受けております。 

 これらのスターバックス・コーポレーション及びその子会社からの権利付与やモノ・サービスの提供に加え、株式

会社サザビーリーグより日本におけるコーヒーストア経営を推進するための広範な技術、ノウハウ、サービスの提供

を受けて事業が進められてきました。株式会社サザビーリーグとの上記内容に関する契約は平成17年６月末日を持っ

て満了となりました。 

 当事業年度末現在の当社とこれらの関連当事者との資本関係及び取引関係の概要を事業系統図によって示すと、以

下のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

（その他の関係会社） 

（注）１. 有価証券報告書提出会社です。 

   ２. 株式会社サザビーは、平成17年12月１日に株式会社サザビーリーグに商号変更しております。 

    ３. 当社は株式会社サザビーリーグとの間で「技術・ノウハウ・サービス契約」を締結し、当該契約に基づき、

売上高の一定率をロイヤリティーとして支払っておりましたが、同契約は平成17年６月末日をもって満了と

なりました。   

  

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平成18年３月31日現在の臨時従業員数は12,277人であります。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(2）労働組合の状況 

 当社に労働組合はありません。なお、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業の内容 
議決権の所有
被所有割合 
（％） 

関係内容 

株式会社サザビーリ

ーグ 

（注）１（注）２ 

東京都渋谷区 
4,593 

百万円 

バッグ、服飾品、服

飾雑貨、家具、生活

雑貨等の企画、販売

及びティールーム、

レストランの運営 

被所有 

直接 

40.1 

役員の兼任がある。 

ロイヤリティーの支

払がある。 

 技術・ノウハウ・サ

ービズ契約がある。

（注）３  

エスシーアイ・ベン

チャーズ・エス・エ

ル 

スペイン 

マドリード市 

7,726 

百万円 
関連会社の株式保有 

被所有 

直接 

40.1 

役員の兼任がある。 

スターバックス・コ

ーヒー・インターナ

ショナル・インクの

子会社。 

スターバックス・コ

ーヒー・インターナ

ショナル・インク 

アメリカ合衆国

ワシントン州 

シアトル市 

2 

百万米ドル 

コーヒー ストア経

営の国際事業展開 

被所有 

間接 

(40.1) 

役員の兼任がある。 

地域開発運営契約及

び投資権利契約があ

る。 

スターバックス・コ

ーポレーションの子

会社。 

スターバックス・コ

ーポレーション 

アメリカ合衆国

ワシントン州 

シアトル市 

111 

百万米ドル 

コーヒーの仕入・販

売等及びコーヒース

トア経営 

被所有 

間接 

(40.1) 

役員の兼任がある。 

供給契約に基づき、

当社に商品等を供給

している。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,769 (11,384)  30歳5か月 3.9 4,391,665 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度の日本経済は、民間設備投資の緩やかな増加や企業収益の改善を背景に、雇用情勢や家計所得にも明

るさが見え始めたことが個人消費にも波及しつつあり、緩やかな回復基調で推移しました。 

 一方で、当社が属するスペシャルティ コーヒー市場におきましては、出店立地や商品開発の競争は業種業態を

超えて激しさを増す一方で、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと当社は、当社の強み・特長であります「最高のコーヒー」「くつろげる空間」「パートナ

ー（従業員の呼称）による魅力的なサービス」をもって「サードプレイス(お客様の職場と家庭との間にあって、

いつでも安心してくつろげる第三の場所)」を提供すべく、積極的なマーケティングを行うとともに、事業拡大と

内部基盤の充実に努めてまいりました。 

 当事業年度に販売した主な商品として、まずドリンクでは、顧客層の拡大を目指し、昨今の健康志向を意識した

３種類の「フラペチーノ®ライト」を5月に新発売いたしました。期間限定商品として、夏場には清涼感のあるド

リンク「マンゴー フラペチーノ®」や「シェイクン レモン パッション ティー」 「シェイクン レモン グリー

ン ティー」、冬季にはフランスのお菓子「クレーム ブリュレ」の風味をお楽しみいただける「クレーム ブリュ

レ ラテ」を販売し、ご好評いただきました。 

 コーヒー豆に関しては、世界３大生産地のコーヒー豆を紹介する「World Coffee Journey」のテーマを通して当

社のコーヒー豆の啓蒙活動を行うとともに積極的に販売いたしました。また、風味や特長をより楽しんでいただく

ため、２月より、コーヒー豆の分類を生産地ごとに変更し、パッケージデザインも一新いたしました。 

 フードに関しては、９月よりイタリアで人気の高いパン「チャバタ」を使った「ホットサンドイッチ」など、

「食事」を意識した商品を開発し、ご好評いただいております。また、コーヒーの魅力を引き立てるデザート類を

プロモーションごとに提案し、上質なチョコレートを贅沢に使用した「ザッハトルテ」などのヒット商品が生まれ

ました。  

 店舗展開においては、資本収益性を重視した投資を行うとともに、既存店のポートフォリオの見直しを計画的に

行い、58店舗の新規出店(うちライセンス３店舗)、７店舗の退店により当事業年度末における店舗数は602店舗

（前事業年度末比51店舗増、うちライセンス６店舗）となりました。ドライブスルー型店舗の都心部への展開、小

規模・低投資型店舗の病院内への出店など、生活シーンに合わせて多様な店舗展開を推進しました。  

 以前より進めてきたコスト削減への取り組みは、調達先の切り替えや簡易包装の徹底等、個々のコスト管理の徹

底により、着実に効果が出始めております。さらに、前事業年度より推進してきた物流に関する業務プロセスの改

革も本格化し、９月には作業効率の向上、在庫管理の精度向上に向けて、物流倉庫の移転及び倉庫システムの刷新

を行いました。今後も成長を支えるためのインフラの改善と業務プロセスの変革を推進し、更なる効率化を目指し

ます。  

 また、サントリー株式会社と米国スターバックス間で開発されたRTD(Ready To Drink）コーヒー製品「スターバ

ックス ディスカバリーズ」が９月に発売され、好調に推移しております。当社はブランド価値の向上およびRTD事

業の強化を目的として、製品に関する事業計画、調査および市場動向等のマーケティング活動や広告宣伝活動等、

製品販売に関するコンサルティングを行っております。本事業の主体はサントリー株式会社と米国スターバックス

であり、当社は米国スターバックスと別途契約を結び、サービスフィーを享受する形で中長期的な収益性を目指し

ていきます。 

 当社は、地域社会への貢献や環境保護に向けた取り組みにも注力しております。 

  地域社会への貢献に関しては、スターバックス カードの特別版「イチロー・スターバックス カード」を９月末

まで期間限定で販売しました。この活動により集められた寄付金は約2,870万円となり、国内のNPO/NGO団体に全額

を寄付いたしました。また、12月には、NGO団体の「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」とのパートナーシ

ップに基づき、「クリスマス プレイサンタ プロジェクト」を企画いたしました。難病に立ち向かう子どもたちを

元気づけるため、全国の店舗パートナーから数百のプレゼントが集まり、クリスマスに子どもたちの手元へと届け

られました。これらの社会貢献活動を通じてお客様とのリレーションシップの更なる強化に努めました。 

 環境保護活動に関しては、前事業年度に引き続き熱帯林の保全を目的とした日陰栽培のコーヒー豆「シェイ

ド グロウン メキシコ」を販売するとともに、その環境的意義に関する社内的啓蒙活動を行いました。  

 以上の活動の結果、売上高は67,937百万円（前年同期比10.3％増）となりました。この増収は、継続的な出店に

よる店舗数の増加や、既存店売上高に顕著な改善傾向が見られたことによるものです。既存店売上高前年同月比

は、8月度に49ヶ月ぶりに100％を超えて以来、年度内を通じて好調に推移いたしました。   



 売上総利益は48,285百万円（同9.4％増）、売上総利益率は71.1％（同0.6ポイント減）となりました。これは、

売上構成比率が変化したことが主な要因です。 

  販売費及び一般管理費については、継続して取り組んでいる店舗運営におけるコスト削減効果が続き、消耗品費

や水道光熱費等の比率が減少しております。また、減価償却費も減少いたしました。その一方で、店内の積極的な

サンプリング活動等の販売促進活動を増やしたことによるコスト増加要因もありましたが、販売費及び一般管理費

率は65.7％（同1.8ポイント減）となりました。 

  その結果、営業利益は3,637百万円（同40.3％増）、経常利益は3,766百万円（同43.3％増）となりました。 

  特別利益として退店補償金を307百万円、特別損失として減損損失等を757百万円計上した結果、当期純利益は

1,776百万円（同51.4％増）となりました。  

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末より790百万円増加

し、5,913百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の増加は5,593百万円（前年同期比17.2％増）となりました。これは、

主として税引前当期純利益3,316百万円に減価償却費2,248百万円をはじめとする資金の流出を伴わない項目を計上

したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における投資活動による資金の減少は3,322百万円（同53.9％増）となりました。これは主に、新規

出店に伴う有形固定資産の取得及び保証金等の差入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における財務活動による資金の減少は1,455百万円（同5.9％増）となりました。これは主に、長期借

入金の返済によるものであります。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当社は主として一般顧客を対象とした店舗販売を行っているため記載を省略しております。 

(3）販売実績 

① 品目別販売実績 

 当事業年度の販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

売上高（千円） 売上構成比（％） 前年同期比（％） 

店舗販売       

ビバレッジ 49,953,015 73.5 107.9 

ペストリー 11,565,136 17.0 113.4 

コーヒー豆 2,901,894 4.3 108.4 

コーヒー器具等 3,026,593 4.5 127.1 

店舗販売計 67,446,640 99.3 109.5 

その他 490,456 0.7 2,446.1 

合計 67,937,096 100.0 110.3 



② 地域別店舗数及び売上高 

 当事業年度の地域別店舗数及び売上高を示すと、以下のとおりであります。 

地域 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

店舗数 売上高（千円） 売上構成比（％） 前年同期比（％） 

店舗販売         

北海道 11 1,170,000 1.7 111.9 

岩手県 2 218,361 0.3 91.7 

宮城県 10 1,048,930 1.6 104.7 

秋田県 2 165,269 0.2 161.5 

福島県 2 189,616 0.3 97.7 

茨城県 7 814,201 1.2 127.5 

栃木県 9 1,135,332 1.7 104.6 

群馬県 4 732,640 1.1 134.6 

埼玉県 26 2,867,834 4.3 109.3 

千葉県 30 3,087,714 4.6 112.9 

東京都 208 23,800,622 35.3 104.1 

神奈川県 55 6,141,910 9.1 104.9 

新潟県 6 567,867 0.8 157.6 

富山県 1 178,095 0.3 102.6 

石川県 4 430,829 0.6 106.9 

福井県 1 138,336 0.2 105.6 

山梨県 2 188,311 0.3 166.4 

長野県 4 647,709 1.0 107.8 

岐阜県 2 141,196 0.2 84.2 

静岡県 10 1,131,103 1.7 126.9 

愛知県 39 4,061,003 6.0 117.5 

三重県 4 466,920 0.7 187.3 

滋賀県 3 308,957 0.5 105.4 

京都府 14 1,896,712 2.8 109.6 

大阪府 56 5,561,694 8.2 107.1 

兵庫県 20 2,199,234 3.3 106.9 

奈良県 5 518,131 0.8 99.2 

和歌山県 2 192,904 0.3 157.9 

岡山県 4 501,119 0.7 111.6 

広島県 11 994,959 1.5 113.8 

山口県 1 94,065 0.1 102.6 



 



 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の店舗数は、当事業年度において売上高を計上した店舗数を示しており、当事業年度中における退店等

により、当事業年度末直営店舗数（596店舗）とは相違しております。 

３【対処すべき課題】 

  お客様の嗜好、消費購買行動、そして当社及び店舗への期待や要望は常に変化しています。また、業界の競争環

境も一段と厳しくなっております。当社はこれらの変化動向を見据え、的確なタイミングやスピードをもって挑戦

していくことがますます重要と認識しております。 

  このような観点から、以下の取り組みを実施してまいります。  

 ① 既存店を中心とした売上高の拡大 

  当社の強みである「サードプレイス」の質をより高めるために、季節にあった斬新な商品展開やコーヒー豆を中

心とした商品の品質管理の徹底、積極的な店舗改装や店内の清潔感の維持、さらにはサービススピードの向上を目

指していきます。８月度より既存店売上高前年同月比がプラスに転じましたが、この基調を確固たるものにすべ

く、地域・立地に合った店舗形態、商品やサービスなどを追求し、より差別化を図るべく様々な角度から取り組ん

でまいります。また、積極的な販売促進活動にも注力し、売上高の向上を後押ししていきます。 

 ② 事業規模に見合ったインフラ構築及び人材育成の推進 

  今後の成長をサポートすべく効率的な業務プロセスの変革及びインフラ整備を推進していきます。当事業年度に

行われた物流業務プロセスにおける作業効率の改善、情報システムの刷新を受け、今後は販売管理システムを統合

し、業務プロセスを包括的に見直すことにより、競争力のあるインフラ整備を目指します。また、事業の核となる

人材育成に一層注力し、制度面を含め強化してまいります。 

 ③ スターバックス ブランドの更なる強化 

  当社はブランドの源泉は人・店舗にあるという認識のもと、サービスレベルの向上、オペレーションの改善など

を含めたパートナー教育やお客様へのサービスなどソフト面の質を高め、CSR活動等を通じて地域社会とのつなが

りを強化していきます。また、コーヒーにまつわるコミュニケーションを強化し、コーヒーカンパニーとしての専

門性を追求してまいります。 

 ④ 新規事業の推進 

  ライセンス事業、RTD（Ready To Drink）事業のコンサルティング、オフィス向けの商品供給など、既存の直営

店運営以外の様々な形態のビジネスにおいても推進していきます。このような新規事業を通じて、ブランド価値の

向上や各事業の成長を目指し、ソフト・ハード両面のインフラ整備を進めてまいります。 

  以上の諸施策を通じて、日本におけるスペシャルティ コーヒー市場のリーディング企業を目指し最高級のコー

地域 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

店舗数 売上高（千円） 売上構成比（％） 前年同期比（％） 

香川県 3 333,764 0.5 109.4 

愛媛県 1 101,254 0.2 107.0 

福岡県 22 2,456,550 3.6 117.1 

佐賀県 1 133,081 0.2 87.6 

長崎県 3 308,919 0.5 106.7 

熊本県 8 683,496 1.0 166.7 

大分県 5 515,863 0.8 113.7 

鹿児島県  1 263,993 0.4 164.8 

沖縄県 9 1,058,128 1.6 131.3 

計 608 67,446,640 99.3 109.5 

その他 － 490,456 0.7 2,446.1 

合計 608 67,937,096 100.0 110.3 



ヒーとサードプレイスを提供してまいります。 

  

４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す 可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

(1) スターバックス・コーポレーションとの関係について 

 当社は、スターバックス・コーポレーション及びその子会社との間で、「第２ 事業の状況 ５ 経営上の重要な

契約等」に記載の契約を締結しております。これらの契約は当社の事業の根幹にかかわる重要な契約ですので、これ

らの契約が終了、解除又は大きく変更された場合には、当社の事業及び経営成績に重大な影響を生ずることが予想さ

れます。 

 また、これら契約により、スターバックス・コーポレーション及びその子会社は、当社の主要株主、主要株主の親

会社または主要株主の子会社であるとともに、当社の事業維持のために必要不可欠な契約の相手先でもあります。特

にスターバックス・コーポレーションからはコーヒー豆全量の供給を受けております。 

 よって、これらの会社が倒産・企業買収等により現在の形での事業を継続し得なくなった場合、何らかの理由によ

り契約上の義務を履行できなくなった場合は、当社の事業及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

(2) 店舗展開について 

 当社は、現状は直営方式による出店が主体となっております。今後も継続的に出店を行ってまいりますが、当社が

希望する立地へ当社が希望する条件で適時に出店できる保証はなく、実際の出店数が出店計画に満たない場合には、

当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は出店にあたり賃貸借契約等を締結し保証金等を差し入れております。契約締結時に社内審査を行って

おりますが、賃貸人等に破綻等が生じた場合、当該賃貸人等に対する差入保証金の全部又は一部が回収できなくなり

損失が発生する可能性があります。 

(3) 競合について 

 最近では、当社が展開しているスターバックス コーヒー ストアと同じようなコンセプトの店舗が他社により展開

されてきております。また、当社の主力商品である「スターバックス・ラテ」や「フラペチーノ®」などと同種の商

品は、近時、コーヒーショップチェーンはもとより、ファーストフードチェーンなどでも積極的な販売活動が展開さ

れております。これらの状況から当社をとりまく競争は激しさを増す傾向にあります。 

 当社は、「最高のコーヒー」「くつろげる空間」「パートナーによる魅力的なサービス」をもってサードプレイス

を提供することで他社との差別化を図っておりますが、このような競争の激化や消費者ニーズが変化した場合、当社

の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 店舗の閉鎖について 

 個別店舗の収益性は立地選定の成否に大きく依存します。また、出店後においても競合の出現等、将来における立

地環境の外的変化がその収益性に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、店舗年齢にかかわらず当初

の利益予測を大幅に下回る店舗が発生する場合には、閉鎖の判断をすることがあります。また、賃貸人等の事情によ

る契約の終了により、業績が好調な店舗であっても閉鎖を余儀なくされる場合があります。 

 これらの結果、減損損失や店舗等閉鎖損が発生し当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 天候、自然災害等による影響について 

 当社が属する市場は、天候不順、台風や地震等の自然災害、景気の後退等の影響を受けやすく、当社の経営成績は

これらにより悪影響を受ける可能性があります。 

(6) 商品の価格変動等について 

 ① コーヒー豆 

 当社の主要商品であるコーヒー豆は、スターバックス・コーポレーションとの供給契約に基づき、全量を同社より

調達しております。当社の購入価格は、当該供給契約に基づき、同社の生豆調達価格をもとに決定されます。生豆の

価格は、相場における需給はもとより、政治経済の情勢、生産地の天候等に左右されます。生豆の価格が上昇した場

合、売上原価が上昇することにより当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。  

 ② 為替変動 

 当社は、主要商品であるコーヒー豆全量及びその他の商品の一部を、スターバックス・コーポレーション等から

輸入調達しております。当社は、為替変動リスクを回避するため、為替予約によるリスクヘッジを行っております

が、長期的には当社の経営成績は為替変動の影響を受ける可能性があります。 

   (7) 法的規制等について 

 当社の店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。当社が店舗を営業するにあたっては、食品衛生管理



者を置き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許可を受ける必要があります。食中毒の発生等、同法律に

違反した場合には、営業停止等の処分を受けることがあり、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

５【経営上の重要な契約等】 

(1）地域開発運営契約、商標・技術ライセンス契約及び供給契約 

 当社は、スターバックス・コーポレーション又はその子会社との間で、下記内容の契約を締結しております。 

Ａ．契約の相手方 

「地域開発運営契約」     スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インク 

「商標・技術ライセンス契約」 エスビーアイ・ネバダ・インク 

「供給契約」         スターバックス・コーポレーション 

Ｂ．契約期間 

 平成13年６月11日から平成33年３月31日まで（契約期間終了時の自動更新の定めはない。） 

Ｃ．契約の概要 

・当社は、日本国内においてスターバックス コーヒー ストアを開発・運営する独占的権利を付与されている。

但し、当社は下記の「Ｄ．最低店舗数に関する規定」を遵守しなければならない。 

・当社は、日本国内のスターバックス コーヒー ストアにおいて、スターバックス・コーポレーション及びその

子会社の指定する商標、意匠、マーク、技術及びノウハウを使用する権利を付与されている。 

・スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インク又はその関係会社（当社を除く。）が、日本国内に

おいて卸売及び通信販売等のスターバックス事業を行おうとする場合、当社は当該事業を自ら独占的に行う優

先的権利を有している。 

・スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インク又はその関係会社（当社を除く。）が、日本国内に

おいてスターバックス コーヒー ストア以外の販売チャネルを通じて新規プロダクツの販売事業を行おうとす

る場合、当社は当該事業に参加する権利を有している。 

・当社は、月次売上高の5.5％相当額のロイヤリティーをエスビーアイ・ネバダ・インクへ毎月支払う。 

・当社は、スターバックス・コーポレーション又はその子会社が定める出店、サービス、広告、販売促進、納入

業者選定等の事業開発・運営に関する基準・手続を遵守する。 

・当社は、コーヒーやコーヒーカップなどの事業にとって重要な商品については、全てスターバックス・コーポ

レーション又はその指定する者から購入する。 

・当社は、当社が要求する全てのコーヒーの供給をスターバックス・コーポレーションから受けることができ

る。コーヒー豆の価格は、スターバックス・コーポレーションの製造原価に契約に定める一定の料率を加算し

て算定した額による。この価格算定方式は、将来において、スターバックス・コーポレーションのアジア向け

の一般的な価格算定方式を基に改訂されることがある。 

・これらの契約には、下記の「Ｄ．最低店舗数に関する規定」に記載する最低店舗数未達成の場合以外にも、契

約に定めのあるその他の義務違反に該当する場合に、当社の新規出店する権利やこれらの契約そのものが終了

することがあると規定されている。さらに、スターバックス・コーポレーション及びその関係会社並びに株式

会社サザビーリーグ以外の第三者が、当社の発行済株式総数の20％以上を、スターバックス・コーヒー・イン

ターナショナル・インクの同意なく取得した場合には、これらの契約が終了することがあると規定されてい

る。 

Ｄ．最低店舗数に関する規定 

 下記の基準日から３ヶ月経過した時点において、当社の営業店舗数が下記の最低店舗数に達していない場合、

スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インクは、①未達店舗に係るロイヤリティー相当額の徴求又

は②新規出店する権利の解除を行うことができ、また、③最低店舗数に対する割合が70％未満である場合、地域

開発運営契約、商標・技術ライセンス契約及び供給契約の解除を行うことができる。 

 平成23年４月１日から平成33年３月31日までの期間においては、契約当事者が経済情勢等を踏まえて協議し、

双方の合意に基づいて５年毎に最低店舗数を定める。契約当事者間の合意が成立しなかった場合、最低店舗数

基準日 
 
最低店舗数

平成19年３月31日  656店舗 

平成20年３月31日  716店舗 

平成21年３月31日  776店舗 

平成22年３月31日  836店舗 

平成23年３月31日  896店舗 



は、累計店舗数に過去５年間の平均純増店舗数の80％を加えた数となる。 



(2）投資権利契約 

 当社とスターバックス・コーヒー・インターナショナル・インクは、平成13年６月11日に下記内容の契約を締結

しております。 

・当社が新株式等（新株引受権付社債及び転換社債を含み、当社取締役・従業員に対するストックオプションの付

与を含まず、また、それらの新株引受権付社債やストックオプションの権利行使又は転換社債の転換請求により

発行される新株式を含まない。）を発行する際、スターバックス・コーヒー・インターナショナル・インク及び

同社より当社株式の譲渡を受けた同社の関係会社は、その直前の持分比率に比例して優先的に当該新株式等を購

入することができる。 

・当社が公募増資を行う場合において、法律等の規制により上記の持分比率に応じた配分ができない場合、スター

バックス・コーヒー・インターナショナル・インク及び同社より当社株式の譲渡を受けた同社の関係会社が、そ

の直前の持分比率を維持できるようにするため、当社は第三者割当増資を行う。 

６【研究開発活動】 

 特に記載すべき事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 当事業年度の経営成績の分析  

 ① 売上高 

 売上高は前事業年度末比10.3%増の67,937百万円となりました。この増収は、既存店売上高が好調に推移したこ

と及び継続的な新規出店によるものです。既存店売上高前年同月比は８月度に49ヶ月ぶりに100%を超えて以来、期

中を通じて好調に推移し、通期の既存店売上高は前事業年度末比102%となりました。新店については、ライセンス

店舗３店舗を含め58店舗の出店を行いました。 

  既存店売上高前年同月比の推移は以下の通りでありました。 

  ② 営業利益   

    営業利益は3,637百万円となり、前事業年度末比40.3％増と大きく増加しました。 

  売上原価については、フードやMD商品の販売が大きく伸長し売上構成比率が変化したこと等により、売上原価

率が28.9％と、前事業年度末比0.6ポイント増となりました。  

    販売費及び一般管理費については、継続して取り組んでいる店舗運営におけるコスト削減効果が続き、消耗品

費や水道光熱費等の比率が減少しております。また、減価償却費も減少いたしました。その一方で、店内の積極

的なサンプリング活動等の販売促進活動を増やしたことによるコスト増加要因もありましたが、販売費及び一般

管理費率は65.7％と、前事業年度末比1.8ポイント減となりました。 

  ③ 経常利益  

   経常利益は、前事業年度末比43.3％増の3,766百万円となりました。これは主として上記の販売費及び一般管理

費の削減効果によるものです。  

  ④ 税引前当期純利益  

   税引前当期純利益は3,316百万円となりました。これは主に、減損損失等の特別損失を757百万円計上した結 

果によるものです。 

  ⑤ 当期純利益  

   当期純利益は1,776百万円（前事業年度末比51.4％増）となりました。 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上半期累計 

既存店前年 

同月比 

売上高 96% 99% 92% 95% 102% 102% 98% 

取引件数 98% 100% 94% 96% 103% 101% 98% 

客単価 98% 99% 99% 99% 99% 101% 99% 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 当事業年度累計 

 既存店前年 

  同月比 

売上高 108% 109% 105% 106% 107% 107% 102% 

取引件数 108% 107% 104% 103% 105% 105% 102% 

客単価 101% 102% 101% 103% 101% 101% 100% 



(2) 当事業年度の財政状態の分析  

  ① 資産の部  

   当事業年度末の総資産は、新店やシステムへの投資、増収による売掛金の増加等により、前事業年度末比1,236

百万円増の36,132百万円となりました。流動資産は、コマーシャルペーパーの取得等により、前事業年度末比187

百万円増加し11,630百万円となりました。固定資産は、減価償却の進行及び減損損失等により有形固定資産が前

事業年度末比366百万円の減少となりましたが、システム投資等により無形固定資産が425百万円増えたこと、及

び新店投資による差入保証金が576百万円増加したこと等により、前事業年度末比1,049百万円増の24,502百万円

となりました。   

  ② 負債の部及び資本の部    

    負債の部は、約定に基づく銀行借入の返済及び一部繰上返済を1,321百万円行ったこと等により前事業年度末に

比べ405百万円減少し14,061百万円となりました。 

 資本の部は、1,776百万円の当期純利益を計上した結果、未処分利益が同額増加したこと等により22,071百万円

となりました。 

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

  ① 資金調達の方針 

    当社は、事業活動を支える資金の調達に際して、低コストかつ安定的な資金の確保を重視しております。  

  ② 資金需要 

    主に新規出店時の設備投資及び建物賃貸借契約等に基づく差入保証金の支払いがあります。  

  ③ キャッシュ・フローの状況    

    当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による資金の増加が投資

活動及び財務活動による資金の減少を上回った結果、前事業年度末より790百万円増加し、5,913百万円となりま

した。 

 当事業年度における営業活動による資金の増加は5,593百万円（前年同期比17.2％増）となりました。これは、

主として税引前当期純利益3,316百万円に減価償却費2,248百万円をはじめとする資金の流出を伴わない項目を計

上したことが主な要因です。 

 投資活動による資金の減少は3,322百万円（同53.9％増）となりました。これは、新規出店に伴う有形固定資産

の取得及び保証金等の差入等が主な要因です。 

 財務活動による資金の減少は、1,455百万円（同5.9％増）となりました。これは、約定に基づく借入金返済を

行ったことが主な要因です。 

(4) 重要な会計方針及び見積り 

  当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この

財務諸表の作成にあたっては、期末日における資産・負債の数値、及び決算期における収入・費用の数値に影響を

与える見積りや仮定設定を行わなければなりません。これら見積り等には不確実性があるため、見積もった数値と

実際の結果との間には乖離が生ずる可能性があります。 

 当社は、特に以下の重要な会計方針が、財務諸表の作成において使用される当社の見積り等に大きな影響を及ぼ

すと考えております。 

 ① ヘッジ会計  

  「 第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおり、当社は、輸入調達における為替変動リスクを回避

するため為替予約を利用しており、将来の輸入取引をヘッジ対象とする為替予約に係る損益については繰延ヘッジ

処理を採用しております。将来の輸入取引額の見積りが輸入計画の変更等により減額修正され、対応する予約金額

が輸入取引額を超えることが明らかになった場合には、繰り延べられていた為替予約に係る評価損益がその期の為

替差損益として一時に計上されることになり、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。

 ② 貸倒引当金  

  当社は、売上債権及び差入保証金等の貸倒れによる損失に備えるため、将来における回収不能見込額を見積り、

貸倒引当金を計上しております。差入保証金については、当事業年度末現在で総資産額の35％を構成するほど金額

的に大きいものとなっており、また、売掛金は主として保証金の差入先の一部に対して売上金の預託を行うことに

より発生します。したがって、賃貸人等に破綻等の事由が生じた場合、追加引当が必要となり、当社の財政状態及

び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

   ③ 減損会計 

    当社は営業損失が継続している店舗の固定資産について減損処理を行っております。固定資産の回収可能価額に

ついては、減損損失の認識時点における利益計画に基づき算定しております。外部環境の変化等により当該利益計

画より個店の収益性が低下した場合には減損損失が計上されることで当社の財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。 

  



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

  当事業年度に実施した設備投資の総額（差入保証金を含む）は3,685百万円であり、そのうち主なものは以下のと

おりであります。 

直営店の新設にかかる有形固定資産     1,504百万円 

直営店の新設にかかる差入保証金       848百万円 

２【主要な設備の状況】 

 当事業年度末現在における店舗、サポートセンター（本部）及びオフィス（地方事務所）の設備、投下資本並びに

従業員の配置状況は次のとおりであります。 

(1）店舗 

都道府県 店舗数 

帳簿価額 

従業員数 
建物（千円） 

工具器具及び
備品（千円）

差入保証金 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計（千円） 

北海道 11 129,330 47,643 273,417 － 450,391 25 

岩手県 2 22,147 8,057 25,000 － 55,205 4 

宮城県 10 98,887 30,939 186,896 － 316,723 27 

秋田県 2 25,921 9,673 22,447 － 58,042 6 

福島県 2 16,763 4,965 18,234 － 39,962 4 

茨城県 7 111,977 36,615 178,341 1,112 328,047 14 

栃木県 9 84,177 34,496 93,273 － 211,947 22 

群馬県 4 50,560 21,065 93,747 203 165,576 12 

埼玉県 26 305,961 91,351 410,059 － 807,372 63 

千葉県 30 321,007 108,334 552,066 － 981,408 42 

東京都 205 2,287,198 731,507 5,148,418 － 8,167,124 486 

神奈川県 55 571,291 201,095 1,010,136 － 1,782,523 128 

新潟県 6 67,866 27,464 49,617 － 144,948 15 

富山県 1 11,514 4,246 20,000 － 35,760 4 

石川県 4 40,881 14,751 82,010 612 138,254 8 

福井県 1 18,632 8,139 43,557 281 70,611 2 

山梨県 2 30,969 10,831 9,900 231 51,931 5 

長野県 4 61,495 18,884 32,874 － 113,253 9 

岐阜県 1 810 778 7,000 － 8,588 3 

静岡県 10 94,291 39,899 153,704 － 287,895 23 

愛知県 39 349,296 146,163 597,764 － 1,093,224 104 

三重県 4 35,424 18,196 60,813 － 114,433 8 

滋賀県 3 28,962 13,256 104,990 525 147,734 9 

京都府 14 160,504 49,121 423,765 － 633,391 36 

大阪府 50 497,506 169,988 1,121,916 － 1,789,411 126 

 



 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は構築物及び車両運搬具であり、建設仮勘定及び建物賃借予約金は含まれており

ません。 

２．従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。 

３．全ての建物を賃借しております。 

(2）その他 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は構築物及び車両運搬具であり、建設仮勘定及び建物賃借予約金は含まれており

ません。 

２．従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。 

３．全ての建物を賃借しております。 

都道府県 店舗数 

帳簿価額 

従業員数 
建物（千円） 

工具器具及び
備品（千円）

差入保証金 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計（千円） 

兵庫県 20 208,383 67,346 373,150 － 648,986 47 

奈良県 5 41,388 16,711 77,454 － 135,555 11 

和歌山県 2 22,075 9,522 21,660 － 53,257 4 

岡山県 4 42,141 16,245 62,747 － 121,133 11 

広島県 9 96,202 33,456 256,454 － 386,113 21 

山口県 1 10,110 3,677 － － 13,787 2 

香川県 3 19,063 8,048 37,180 － 64,291 6 

愛媛県 1 9,305 3,891 30,600 － 43,796 2 

福岡県 22 279,773 123,220 436,493 － 839,487 63 

佐賀県 1 16,285 4,256 6,043 － 26,585 4 

長崎県 3 14,660 8,258 26,750 － 49,668 5 

熊本県 8 92,798 43,932 195,739 － 332,471 18 

大分県 5 43,853 16,757 45,350 － 105,961 11 

鹿児島県 1 22,870 7,283 14,400 － 44,554 4 

沖縄県 9 122,975 57,471 114,260 － 294,707 26 

 計 596 6,465,269 2,267,548 12,418,236 2,966 21,154,126 1,420 

事業所名 所在地 

帳簿価額 
従業 
員数 

建物（千円）
工具器具及び
備品（千円）

差入保証金 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計（千円） 

サポートセンター

（本部） 
東京都渋谷区 142,132 428,439 290,740 21,909 883,222 349 

横浜オフィス 横浜市西区 3,996 1,448 8,509 － 13,954 － 

名古屋オフィス 名古屋市中区 5,210 2,560 11,553 － 19,324 － 

大阪オフィス 大阪市北区 2,918 2,911 29,735 － 35,565 － 

福岡オフィス 福岡市中央区 2,132 1,005 8,027 － 11,165 － 

その他 － － 296 49,784 － 50,081 － 

 計  156,390 436,661 398,351 21,909 1,013,313 349 



(3）所有権移転外ファイナンス・リース契約による主な賃借設備 

 所有権移転外ファイナンス・リース契約による主な賃借設備は、下記のとおりです。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設 

 （注）１．投資予定金額には差入保証金が含まれております。 

    ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な改修 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）重要な設備の除却等 

 重要な設備の除却計画はありません。 

名称 数量 リース期間（年） 年間リース料（千円） リース契約残高（千円） 

店舗業務システム 358セット ４～６ 104,761 166,067 

サポートセンター（本部）

業務システム 
10セット ４～５ 14,818 15,008 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の 
増加能力 

総額（百万円） 
既支払額 
（百万円） 

着手 完了 増加店舗数 

 店舗の新設 3,800 148 自己資金   平成18年4月 平成19年3月   75 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 

対象店舗数 
総額（百万円） 

既支払額 
（百万円） 

着手 完了 

 既存店舗改修 1,000 1 自己資金  平成18年4月  平成19年3月  200  

  システム投資  1,600 307 同上  同上  同上   － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 4,800,000 

計 4,800,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成18年６月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 1,420,999 1,421,186 

大阪証券取引所 

(ニッポン・ニュー・マ

ーケット－「ヘラクレ

ス」) 

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式 

計 1,420,999 1,421,186 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の状況 

（平成13年２月28日臨時株主総会決議） 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年5月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,767 5,719 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 6,500 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年３月１日から 

平成23年２月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    6,500 

資本組入額   3,250 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株引受権を付与された者

は、権利行使時においても当社

の取締役又は使用人の地位であ

ることを要する。 

 また、原則として、行使期間

中に取締役又は使用人の地位を

喪失した場合でも地位喪失時の

属する月の末日より３ヶ月以内

において権利行使することがで

きる。 

 さらに、新株引受権を付与さ

れた者が行使期間中に死亡した

場合には、相続人は死亡時より

６ヶ月以内に限り権利行使する

ことができる。 

 その他の条件については、当

社と付与対象取締役及び使用人

との間で締結する新株引受権付

与契約に定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡、担保権の設定は行うこ

とができない。 
同左 



② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成14年６月25日定時株主総会決議） 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年5月31日） 

新株予約権の数（個） 6,290 6,196 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,290 6,196 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,500 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月26日から 

平成24年６月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    30,500 

資本組入額   15,250 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は権利行使時に

おいても当社の使用人の地位で

あることを要する。 

 また、当社の使用人の地位を

喪失した場合でも地位喪失時の

属する月の末日より３ヶ月以内

において権利行使することがで

き、使用人の地位を離れた後、

直ちに当社の取締役又は監査役

に就任したときは、当該取締役

又は監査役の地位を有する間、

権利行使することができる。 

 さらに、新株予約権者が行使

可能期間中に死亡した場合に

は、相続人は死亡時より６ヶ月

以内に限り権利行使することが

できる。 

 その他の条件については、当

社と割当対象者との間で締結す

る新株予約権割当契約に定め

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡、質入その他一切の処分

は認めない。 
同左 



③ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

 （平成15年６月24日定時株主総会決議） 

 
事業年度末現在  

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在  
 （平成18年5月31日） 

新株予約権の数（個） 5,404 5,323 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,404 5,323 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,980 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月25日から 

平成25年６月23日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    12,980 

資本組入額    6,490 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は権利行使時に

おいても当社の使用人の地位で

あることを要する。 

 また、当社の使用人の地位を

喪失した場合でも地位喪失時の

属する月の末日より３ヶ月以内

において権利行使することがで

き、使用人の地位を離れた後、

直ちに当社の取締役又は監査役

に就任したときは、当該取締役

又は監査役の地位を有する間、

権利行使することができる。 

 さらに、新株予約権者が行使

可能期間中に死亡した場合に

は、相続人は死亡時より６ヶ月

以内に限り権利行使することが

できる。 

 その他の条件については、当

社と割当対象者との間で締結す

る新株予約権割当契約に定め

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡、質入その他一切の処分

は認めない。 
同左 



④ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

 （平成16年６月22日定時株主総会決議） 

 
事業年度末現在  

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在  
 （平成18年5月31日） 

新株予約権の数（個） 7,192 7,053 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,192 7,053 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 28,870 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月23日から 

平成26年６月21日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    28,870 

資本組入額   14,435 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は権利行使時に

おいても当社の使用人の地位で

あることを要する。 

 また、当社の使用人の地位を

喪失した場合でも地位喪失時の

属する月の末日より３ヶ月以内

において権利行使することがで

き、使用人の地位を離れた後、

直ちに当社の取締役又は監査役

に就任したときは、当該取締役

又は監査役の地位を有する間、

権利行使することができる。 

 さらに、新株予約権者が行使

可能期間中に死亡した場合に

は、相続人は死亡時より６ヶ月

以内に限り権利行使することが

できる。 

 その他の条件については、当

社と割当対象者との間で締結す

る新株予約権割当契約に定め

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡、質入その他一切の処分

は認めない。 
同左 



⑤ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

 （平成17年６月24日定時株主総会決議） 

 
事業年度末現在  

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在  
 （平成18年5月31日） 

新株予約権の数（個） 8,360 8,255 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,360 8,255 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,650 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月25日から 

平成27年６月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    30,650 

資本組入額   15,325 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は権利行使時に

おいても当社の使用人の地位で

あることを要する。 

 また、当社の使用人の地位を

喪失した場合でも地位喪失時の

属する月の末日より３ヶ月以内

において権利行使することがで

き、使用人の地位を離れた後、

直ちに当社の取締役又は監査役

に就任したときは、当該取締役

又は監査役の地位を有する間、

権利行使することができる。 

 さらに、新株予約権者が行使

可能期間中に死亡した場合に

は、相続人は死亡時より６ヶ月

以内に限り権利行使することが

できる。 

 その他の条件については、当

社と割当対象者との間で締結す

る新株予約権割当契約に定め

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡、質入その他一切の処分

は認めない。 
同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数220,000株 発行価格64,000円 引受価額60,160円 発行価額48,450円 資本組入額24,225円 払

込金総額13,235,200千円 

２．発行済株式総数及び資本金等の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

３．平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が187株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ1,357千円増加しております。 

(4）【所有者別状況】 

 （注） 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の失念株式が42株含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年10月10日 

（注）１ 
220,000 1,420,000 5,329,500 8,330,640 7,905,700 10,905,700 

平成16年３月31日 

（注）２ 
204 1,420,204 663 8,331,303 663 10,906,363 

平成17年３月31日 

（注）２ 
176 1,420,380 608 8,331,911 608 10,906,971 

平成18年３月31日 

（注）２,３ 
619 1,420,999 3,829 8,335,740 3,829 10,910,800 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 12 14 134 36 59 65,687 65,942 － 

所有株式数

（株） 
－ 5,279 2,916 572,480 621,057 200 219,067 1,420,999   － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 0.38 0.20 40.29 43.70 0.01 15.42 100.0 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）株式会社サザビーは、平成17年12月１日に株式会社サザビーリーグに商号変更しております。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社サザビーリーグ 東京都渋谷区元代々木町49－13 570,000 40.11 

エスシーアイ・ベンチャー

ズ・エス・エル 

（常任代理人ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店） 

PLAZA RUIZ PICASSO, S/N TORRE PICASSO, 

5th PLANTA MADRID, SPAIN 

（東京都港区六本木６－10－１ 

六本木ヒルズ森タワー） 

570,000 40.11 

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー 

（常任代理人株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室） 

P.O.BOX 351, BOSTON, MASSACHUSETTS, 

02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 
40,030 2.82 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－11 1,983 0.14 

山崎 理恵 東京都港区 1,856 0.13 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（B口管理信託） 
東京都港区浜松町２－11－３ 1,825 0.13 

シージーエムエル- 

アイピービーカスタマー 

コラテラルアカウント 

（常任代理人シティバンク、

エヌ・エイ東京支店） 

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, 

CANARY WHARF, LONDON E14 5LB U.K.   

（東京都品川区東品川２－３－14） 

1,780 0.13 

日興シティグループ証券株式

会社 

東京都港区赤坂５－２－20 

赤坂パークビルヂング  
1,450 0.10 

ゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナル  

（常任代理人ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店） 

133 FLEET STREET, LONDON EC4A 2BB U.K. 

（東京都港区六本木６－10－１ 

六本木ヒルズ森タワー） 

1,204 0.08 

メロンバンクトリーティー 

クライアンツオムニバス 

（常任代理人香港上海銀行 

東京支店） 

ONE BOSTON PLACE, BOSTON, 

MASSACHUSETTS,02108 U.S.A.  

（東京都中央区日本橋３－11－１）  

1,062 0.07 

計 － 1,191,190 83.83 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が42株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,420,999 1,420,999 
権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 1,420,999 － － 

総株主の議決権 － 1,420,999 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

①平成13年２月28日臨時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づき、新株引受権方式により、当社取締役及び一定の基準を満たす当社従業員

に対して付与することを、平成13年２月28日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）１．上記に記載の付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は、平成13年２月28日開催の臨時株主総会に

おいて決議されたものであり、付与対象者の辞退や付与契約締結までの間における退職により、実際

に付与契約を締結した付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は下記のとおりとなっております。

２．新株引受権付与後、株式の分割又は併合する場合には、次に定める調整式により、各付与対象者の権

利行使株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は、小数第１位を四捨五入します。 

ただし、調整後の権利行使株式数が１株未満の場合には、調整後権利行使株式数を１株とします。 

３．新株引受権付与後、株式の分割又は併合する場合には、次に定める調整式により払込金額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げます。 

決議年月日 平成13年２月28日 

付与対象者の区分及び人数 取締役５名、従業員1,462名（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 
取締役に対し5,173株、従業員に対し4,997株、合計

10,170株（注）１（注）２ 

新株予約権の行使による払込金額 6,500円（注）３ 

新株予約権の行使期間 (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

付与対象者の区分及び人数 株式の数（株） 

取締役２名 4,923 

従業員1,369名 4,882 

調整後権利行使株式数 ＝ 
調整前権利行使株式数 × 調整前払込金額 

調整後払込金額 

調整後払込金額 ＝ 
調整前 

払込金額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整前払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



②平成14年６月25日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを、平成14年６月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）１．上記記載の付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は、平成14年６月25日開催の取締役会において

決議されたものであり、付与対象者の辞退や割当契約締結までの間における退職により、実際に割当

契約を締結した付与対象者の区分及び人数は、使用人2,854名、株式の数は10,812株であります。 

２．新株予約権の発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該

株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合はこれを切り捨てます。 

また、発行日以降、提出会社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。 

③平成15年６月24日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを、平成15年６月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）１．上記記載の付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は、平成15年６月24日開催の取締役会において

決議されたものであり、付与対象者の辞退や割当契約締結までの間における退職により、実際に割当

契約を締結した付与対象者の区分及び人数は、使用人2,908名、株式の数は7,939株であります。 

２．新株予約権の発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該

株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合はこれを切り捨てます。 

また、発行日以降、提出会社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。 

決議年月日 平成14年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 使用人 3,093名（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 11,345株（注）１（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件  同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成15年６月24日 

付与対象者の区分及び人数 使用人 3,145名（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 8,382株（注）１（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



④平成16年６月22日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを、平成16年６月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）１．上記記載の付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は、平成16年７月９日開催の取締役会において

決議されたものであり、付与対象者の辞退や割当契約締結までの間における退職により、実際に割当

契約を締結した付与対象者の区分及び人数は、使用人3,129名、株式の数は8,993株であります。 

２．新株予約権の発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該

株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合はこれを切り捨てます。 

また、発行日以降、提出会社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。 

⑤平成17年６月24日定時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを、平成17年６月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。 

 （注）１．上記記載の付与対象者の区分及び人数並びに株式の数は、平成17年６月24日開催の取締役会において

決議されたものであり、付与対象者の辞退や割当契約締結までの間における退職により、実際に割当

契約を締結した付与対象者の区分及び人数は、使用人3,559名、株式の数は9,126株であります。 

２．新株予約権の発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該

株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合はこれを切り捨てます。 

また、発行日以降、提出会社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合

理的な範囲で付与株式数を調整します。 

決議年月日 平成16年６月22日 

付与対象者の区分及び人数 使用人 3,562名（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 9,860株（注）１（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成17年６月24日 

付与対象者の区分及び人数 使用人 4,001名（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 9,906株（注）１（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注）平成18年６月27日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 株主利益重視の方針を基本とし、設備投資のための留保資金等を勘案しながら、業績に対応した配当を行うことを

基本方針としております。当事業年度につきましては、既存店の売上回復や継続的なコスト削減等により当期純利益

が改善したこともあり、前事業年度の100円から50円増額し、１株につき150円の配当を実施いたしました。今後も安

定的に配当すべく、業績の更なる向上を目指していきます。内部留保金につきましては、新規出店や店舗の改装に際

しての設備投資資金等に充当し、経営基盤のより一層の強化、将来の事業展開等に有効に活用していきます。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成14年12月15日までは大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場におけるものであり、

平成14年12月16日からは大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであり

ます。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものでありま

す。 

  平成18年６月27日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 84,300 42,650 35,950 34,900 65,900 

最低（円） 24,200 9,840 10,500 25,460 29,200 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 42,900 63,000 57,500 60,000 65,900 61,800 

最低（円） 35,000 41,950 50,000 51,400 53,000 57,500 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役 

最高経営責任

者（CEO）兼最

高執行責任者

(COO) 

マリア・メルセデ

ス・エム・コラーレ

ス 

昭和24年７月13日生 

昭和49年10月 リーバイ・ストラウス フィ

リピン 入社 

平成３年４月 リーバイ・ストラウス マレ

ーシア ゼネラル・マネージ

ャー 

平成５年６月 リーバイ・ストラウス フィ

リピン ゼネラル・マネージ

ャー 

平成９年10月 リーバイ・ストラウス 南ア

メリカ ゼネラル・マネージ

ャー 

平成13年２月 リーバイ・ストラウス ジャ

パン株式会社 代表取締役社

長 

平成16年７月 リーバイ・ストラウス 北ア

ジア ヴァイス・プレジデン

ト・アンド・リージョナル・

ゼネラル・マネージャー 

平成18年１月 当社 入社 

平成18年６月 当社 代表取締役最高経営責

任者(CEO)兼最高執行責任者

(COO)（現任） 

－ 

代表取締役   角田 雄二 昭和16年１月６日生 

昭和40年４月 日精株式会社 入社 

昭和41年４月 有限会社日影茶屋 入社 

昭和42年４月 同社 社長 

昭和56年４月 ユージーン・アンド・アソシ

エイツ・インク 社長（現

任） 

昭和62年５月 株式会社サザビー(現株式会

社サザビーリーグ） 取締役 

平成３年６月 株式会社キハチアンドエス 

取締役会長 

平成７年10月 当社設立 代表取締役社長 

平成13年３月 当社 代表取締役最高経営責

任者(CEO) 

平成14年11月 当社 代表取締役最高経営責

任者(CEO)兼最高執行責任者

(COO) 

平成15年６月 当社 代表取締役最高経営責

任者(CEO) 

平成17年４月 当社 代表取締役最高経営責

任者(CEO)兼最高執行責任者

(COO) 

平成18年６月 当社 代表取締役（現任） 

500 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役  
マーティン・ 

コールズ 
昭和30年７月24日生 

昭和52年９月 プロクター・アンド・ギャン

ブル 入社 

昭和62年９月 ペプシコ・インク ヴァイ

ス・プレジデント，オペレー

ションズ 

平成４年10月 ナイキ・インク エグゼクテ

ィブ・ヴァイス・プレジデン

ト，ＥＭＥＡ，ヘッド・オ

ブ・グローバル・セールス，

ジョーダン，ＡＣＧ・アン

ド・ゴルフ 

平成12年２月 レッツバイイット・ドットコ

ム プレジデント・アンド・

チーフ・エグゼクティブ・オ

フィサー 

平成13年１月 ゲートウェイ・インク シニ

ア・ヴァイス・プレジデン

ト，インターナショナル・オ

ペレーションズ 

平成14年１月 リーボック プレジデント，

チーフ・エグゼクティブ・オ

フィサー 

平成16年４月 スターバックス・コーポレー

ション プレジデント,イン

ターナショナル（現任)  

平成16年４月 スターバックス・コーヒー・

インターナショナル・インク

プレジデント（現任） 

平成16年６月 当社 代表取締役（現任） 

平成16年10月  エスビーアイ・ネバダ・イン

ク プレジデント（現任)  

－ 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役  森 正督 昭和23年５月１日生 

昭和48年７月 株式会社サザビー（現株式会

社サザビーリーグ）入社 

昭和54年５月 同社 取締役 

昭和61年５月 同社 専務取締役 

昭和62年８月 株式会社キハチアンドエス 

代表取締役社長（現任） 

昭和63年11月 株式会社サザビー（現株式会

社サザビーリーグ）代表取締

役専務 

平成７年10月 当社 代表取締役 

平成８年１月 当社 取締役（現任） 

平成９年８月 株式会社ファーイーストカン

パニー 取締役（現任） 

平成10年10月 アメリカンラグ シー ジャパ

ン株式会社 取締役（現任） 

平成11年４月 株式会社サザビー（現株式会

社サザビーリーグ） 代表取

締役最高執行責任者(COO) 

平成12年９月 アンド エー株式会社 取締

役（現任） 

平成12年９月 株式会社エストネーション 

代表取締役社長（現任） 

平成14年５月 株式会社タアコバ 代表取締

役社長（現任） 

平成15年５月  株式会社アリストフロー 代

表取締役社長（現任） 

平成16年１月 株式会社バリバレジャポン 

代表取締役社長（現任） 

平成17年４月  株式会社サザビー（現株式会

社サザビーリーグ） 代表取

締役副社長（現任） 

平成17年６月  株式会社ピナ 代表取締役社

長（現任) 

平成17年６月  株式会社ヴィアンドエス 代

表取締役社長（現任) 

平成17年９月  株式会社アイエスエル 代表

取締役社長（現任) 

－ 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役  
クリスティーン・ 

デイ 
昭和37年３月17日生 

昭和61年11月 イル・ジョルナーレ（現スタ

ーバックス・コーポレーショ

ン）入社 

平成３年５月 スターバックス・コーポレー

ション ヴァイス・プレジデ

ント，ストア・ディベロップ

メント 

平成６年４月 同社 ヴァイス・プレジデン

ト，オペレーション・サービ

ス 

平成８年４月 同社 ヴァイス・プレジデン

ト，ノースウェスト・ゾーン 

平成11年11月 同社 ヴァイス・プレジデン

ト，ビジネス・アライアンス 

平成13年２月 同社 シニア・ヴァイス・プ

レジデント，ノース・アメリ

カン・ストラテジック・ビジ

ネス・システムズ 

平成15年６月 同社 シニア・ヴァイス・プ

レジデント，ノース・アメリ

カン・ファイナンス・アン

ド・アドミニストレーション 

平成16年１月 スターバックス・コーヒー・

インターナショナル・インク

 シニア・ヴァイス・プレジ

デント（現任） 

平成16年６月 当社 取締役（現任） 

平成16年10月  エスビーアイ・ネバダ・イン

ク シニア・ヴァイス・プレ

ジデント（現任) 

平成16年11月 スターバックス・コーポレー

ション プレジデント,アジ

ア・パシフィック・グループ

（現任) 

－ 

常勤監査役  吉村 秀實 昭和16年３月19日生 

昭和38年４月 日本放送協会入社 

昭和63年７月 同協会解説委員 

平成11年６月 当社 常勤監査役（現任） 

500 

監査役  榎本 幸雄 昭和22年11月９日生 

昭和55年３月 公認会計士登録 

昭和62年３月 ジェム・アソシエイツ株式会

社 代表取締役（現任） 

平成７年10月 当社 監査役（現任） 

平成14年12月 日本レジデンシャル投資法人

監督役員（現任) 

－ 

 



 （注）１．監査役の吉村 秀實、榎本 幸雄及び石川 順道は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」でありま

す。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

監査役  

マーク・ 

ディー・ 

ストルツマン 

昭和41年7月18日生 

平成６年５月 スターバックス・コーポレー

ション入社 

平成９年９月 同社 ヴァイス・プレジデン

ト 

平成13年５月 当社 入社 財務担当上級執

行役員（CFO） 

平成15年６月 当社 監査役（現任） 

平成15年７月 スターバックス・コーポレー

ション シニア・ヴァイス・

プレジデント,ファイナン

ス・アンド・ビジネス・ディ

ベロップメント,インターナ

ショナル (現任) 

平成15年７月 スターバックス・コーヒー・

インターナショナル・インク

 シニア・ヴァイス・プレジ

デント（現任） 

平成16年３月 エスシーアイ・ベンチャー

ズ・エス・エル マネジン

グ・ディレクター・アンド・

ヴァイス・チェアマン（現

任) 

平成16年10月  エスビーアイ・ネバダ・イン

ク シニア・ヴァイス・プレ

ジデント（現任) 

－ 

監査役  石川 順道 昭和23年５月１日生 

昭和56年４月 弁護士登録 

昭和56年４月 石川・堤法律会計事務所 入

所 

平成16年１月 石川・堤法律会計事務所 所

長（現任） 

平成17年６月 当社 監査役（現任) 

－ 

     計 1,000 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 

   当社は、企業責任を果たし、かつ、企業価値を恒常的に高めて行くため、「公正かつ透明な経営」「迅速かつ的

確な経営および執行判断」をなし得るコーポレート・ガバナンス体制の構築が必要不可欠と考えております。 

    ・当社は「ミッション宣言」として、『当社の原則を一貫して守りつつ事業を拡大し、世界の最高級コーヒーの加

工から小売りまで一貫して扱う一流コーヒー専門会社としてのスターバックスを築いていく。』を掲げ、その具

体的行動指針として次の６項目を定めております。 

 １. お互いに尊敬と威厳をもって接し、働きやすい環境をつくる。 

 ２. 事業運営上での不可欠な要素として多様性を積極的に受け入れる。 

 ３. コーヒーの調達や焙煎、新鮮なコーヒーの販売において、常に最高級のレベルを目指す。 

 ４. お客様が心から満足するサービスを常に提供する。 

 ５. 地域社会や環境保護に積極的に貢献する。 

 ６. 将来の繁栄には利益性が不可欠であることを認識する。      

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

・当社は監査役設置会社です。「公正かつ透明な経営」の側面に関しましては、リスクマネジメント全般、会計

面、法律面のそれぞれに精通した社外監査役を選任し、その他の監査役１名と監査役会を構成し、また適宜取締

役、監査役、会計監査人との間で意見交換を行う等、経営監視機能が有効に機能する体制の構築を図っておりま

す。 

・取締役会は会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行います。「迅速かつ的確な経営および

執行判断」を実現するため取締役会は原則として毎月開催することとしており、当事業年度は臨時開催を含め13

回開催しました。 

・取締役会の「迅速かつ的確な経営及び執行判断」を補完する機関として、①取締役上級執行役員及び②取締役会

において選任された者を構成員とする経営会議を原則として２週間に１回開催し、同会議において、業務執行に

おける重要課題を審議及び決定しております。 

・さらに、常に変化する経営環境に対応し機動的な企業運営を実現するため、関連部門を中心とした本部長及び室

長等で構成される全体計画会議、市場戦略委員会、商品・プロモーション委員会及びCSR委員会を開催し、これ

らの会議において、個別プログラムに関する計画及び戦略の共有、計画に対する統制、迅速な情報共有及び種々

の課題への対応を図っております。 

・会計監査人につきましては、監査法人トーマツに委嘱し正確な財務情報の提供に配慮しております。また、監査

役は会計監査人が行った監査の相当性を判断するため、随時会計監査人から監査実施状況報告を受けておりま

す。 

・当事業年度において業務を執行した公認会計士は桃崎有治及び北村嘉章であり、継続監査年数が７年を超える者

はおりません。また、監査補助者の構成は、公認会計士３名、会計士補３名、その他１名であります。 

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、また業務の適正と効率が確保されるために「内部統制

基本方針」を制定し、「（３）リスク管理体制の整備の状況」に記載のリスク管理体制及びコンプライアンス体

制を整備しております。 

(3) リスク管理体制の整備の状況 

        当社は、次の項目を重要なリスクとして識別し、それぞれの性質に応じて管理方法を定めております。 

・品質維持・衛生管理  

 顧客の健康に危害を加えることのないよう、品質保証業務を担当する専門部署を設け、商品の品質維持や店舗

の衛生管理の徹底を図っております。  

・危機管理 

 重大な災害、事故及び違法行為等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を取ることができるよう、危機管理

マニュアルを置くとともに情報伝達網を整備しております。  

    ・情報管理 

 情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、情報セキュリティ基本方針を制定し運用しております。特に個

人情報に関しては、個人情報保護法、その他各種ガイドラインを遵守すべく、社内規則、マニュアル等を整備

し、役職員が何時でも閲覧できるようにすることで、その周知徹底を図っております。 

・店舗開発 

 将来の収益性を左右する出店判断は、代表取締役CEO、代表取締役COO、店舗開発本部及び店舗営業本部が利益

率等について一定基準を満たしているか審議する店舗開発審議会を設け、与信情報等、関連各部署の情報・意見

を聴取した上で、合理的な意思決定に努めております。 



・コンプライアンス体制 

 当社の役職員は、職務権限規則をはじめとした各種社内規則等に従いその職務を執行することを基本とし、自

らの職務執行にあたり必要に応じて法令・定款への適合性等を法務担当部署に予め確認のうえ職務執行にあたる

こととしております。法務担当部署は当該職務執行の法令・定款の適合性に関する審査を行う一方で法令等に関

する情報を適宜社内向けに発信するとともに、社外の法律事務所と顧問契約を締結し、指導・助言を受ける体制

を整えております。 

(4) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要 

 提出日現在、社外監査役を３名選任しております。社外監査役のうち吉村秀實は当社株式を保有しております

が、榎本幸雄、石川順道の両氏は当社との利害関係はありません。 

(5) 役員報酬の内容 

    当事業年度における取締役及び監査役に対する報酬は次の通りであります。 

・社内取締役に支払った報酬    37百万円 

・社外取締役に支払った報酬    －百万円 

・監査役に支払った報酬      12百万円 

 上記のほか、退任取締役に退職慰労金として26百万円を支払っております。 

(6) 監査報酬の内容 

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 18百万円 

 それ以外の報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、第10期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第10期事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び第11期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツの

監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第10期 

（平成17年３月31日） 
第11期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   5,123,127   4,999,059  

２．売掛金   1,885,466   2,254,547  

３．有価証券   －   914,803  

４．商品   1,096,429   1,071,078  

５．貯蔵品   99,944   117,533  

６．前渡金   640,000   3,266  

７．前払費用   443,486   476,130  

８．繰延税金資産   988,045   1,146,105  

９．預け金   304,792   208,940  

10．繰延ヘッジ損失   674,176   －  

11．その他   205,357   458,822  

12．貸倒引当金   △17,527   △19,836  

流動資産合計   11,443,298 32.8  11,630,452 32.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  13,339,065   13,872,982   

減価償却累計額  6,218,193 7,120,872  7,251,322 6,621,659  

(2）構築物   3,973   4,520   

減価償却累計額  965 3,007  1,553 2,966  

(3）車両運搬具   3,120   26,189   

減価償却累計額  2,931 189  4,279 21,909  

(4）工具器具及び備品  7,323,771   8,114,023   

減価償却累計額  4,720,054 2,603,716  5,409,813 2,704,210  

(5）建設仮勘定   188,835   199,853  

有形固定資産合計   9,916,620 28.4  9,550,600 26.4 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   239,624   357,626  

(2）電話加入権   78,221   78,121  

(3）ソフトウェア仮勘定   －   307,610  

無形固定資産合計   317,846 0.9  743,358 2.1 

 



  
第10期 

（平成17年３月31日） 
第11期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）出資金   460   622  

(2）長期貸付金   89,285   86,381  

(3）破産・更生債権等   37,778   －  

(4）長期前払費用   106,375   97,916  

(5）繰延税金資産   588,957   818,698  

(6) 長期性預金    200,000   200,000  

(7）差入保証金   12,240,179   12,816,587  

(8）建物賃借予約金   6,000   115,638  

(9）その他   50,536   144,999  

(10）貸倒引当金   △100,935   △72,699  

投資その他の資産合計   13,218,637 37.9  14,208,145 39.3 

固定資産合計   23,453,104 67.2  24,502,105 67.8 

資産合計   34,896,402 100.0  36,132,557 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※１  1,287,953   1,429,993  

２．一年内返済予定 
長期借入金 

  1,001,000   1,001,000  

３．未払金 ※１  1,702,548   2,357,261  

４．未払費用 ※１  1,775,435   1,846,286  

５．未払法人税等   1,213,163   1,315,892  

６．未払消費税等   280,890   259,611  

７．前受金   912,284   1,197,988  

８．預り金   40,300   49,325  

９．賞与引当金   296,062   325,452  

10．デリバティブ債務   210,983   －  

11．その他   1,209   342,120  

流動負債合計   8,721,832 25.0  10,124,931 28.0 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   5,062,000   3,741,000  

２．役員退職慰労引当金   109,409   111,629  

３．長期デリバティブ債務   529,473   －  

４．その他   44,810   83,975  

固定負債合計   5,745,693 16.5  3,936,605 10.9 

負債合計   14,467,525 41.5  14,061,536 38.9 

        
 



  
第10期 

（平成17年３月31日） 
第11期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  8,331,911 23.9  8,335,740 23.1 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  10,906,971   10,910,800   

資本剰余金合計   10,906,971 31.2  10,910,800 30.2 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処分利益  1,189,995   2,824,480   

利益剰余金合計   1,189,995 3.4  2,824,480 7.8 

資本合計   20,428,877 58.5  22,071,020 61.1 

負債・資本合計   34,896,402 100.0  36,132,557 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   61,591,027 100.0  67,937,096 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首商品棚卸高  1,033,868   1,096,429   

２．当期商品仕入高  17,980,896   20,128,872   

合計  19,014,764   21,225,301   

３．他勘定振替高 ※１ 478,965   502,816   

４．期末商品棚卸高  1,096,429 17,439,369 28.3 1,071,078 19,651,406 28.9 

売上総利益   44,151,658 71.7  48,285,690 71.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  399,083   815,174   

２．貸倒引当金繰入額  1,806   11,850   

３．給与手当及び賞与  16,602,734   18,494,257   

４．賞与引当金繰入額  296,062   325,452   

５．退職給付費用  30,636   30,166   

６．役員退職慰労引当金繰入
額 

 22,726   12,151   

７．備品・消耗品費  1,199,747   1,221,899   

８．減価償却費  2,533,172   2,248,034   

９．不動産賃借料  8,271,797   8,650,691   

10．支払ロイヤリティー  3,581,542   3,794,273   

11．支払手数料  1,107,357   1,121,509   

12．その他  7,513,467 41,560,132 67.5 7,923,141 44,648,602 65.7 

営業利益   2,591,525 4.2  3,637,088 5.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  1,833   3,004   

２．為替差益  7,091   －   

３．仕入割引  19,231   14,576   

４．受取補償金   76,467   113,879   

５．プリペイドカード失効
益  

 －   54,382   

６．法人税等還付加算金  33   －   

７．その他  33,070 137,727 0.2 25,693 211,536 0.3 

 



  
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  92,128   77,913   

２．為替差損  －   704   

３．その他  9,053 101,182 0.1 3,540 82,158 0.2 

経常利益   2,628,070 4.3  3,766,465 5.5 

Ⅵ 特別利益        

１．退店補償金  － － － 307,605 307,605 0.5

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 41,922   37,034   

２．店舗等閉鎖損 ※３ 267,341   36,569   

３．リース契約解約損失   9,188   6,671   

４．減損損失 ※４ －   662,807   

５．繰上返済手数料  － 318,451 0.6 14,324 757,407 1.1 

税引前当期純利益   2,309,618 3.7  3,316,663 4.9 

法人税、住民税及び事
業税 

 1,476,677   1,927,941   

法人税等調整額  △340,402 1,136,274 1.8 △387,801 1,540,140 2.3 

当期純利益   1,173,343 1.9  1,776,523 2.6 

前期繰越利益   16,651   1,047,957  

当期未処分利益   1,189,995   2,824,480  

        



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  2,309,618 3,316,663 

減価償却費  2,533,196 2,248,052 

貸倒引当金の増加・減
少(△)額 

 1,806 △25,928 

賞与引当金の増加額  337 29,390 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 22,726 2,220 

受取利息及び受取配当
金 

 △1,833 △3,004 

支払利息  92,128 77,913 

為替差益  △68,647 △147 

有形固定資産除却損  196,324 69,753 

減損損失  － 662,807 

売上債権の増加額  △179,397 △369,081 

たな卸資産の増加
（△）・減少額 

 △57,289 7,761 

預け金の減少額  261,663 95,852 

前渡金の減少額  360,000 636,733 

その他資産の増加額  △86,985 △33,194 

仕入債務の増加額  126,621 142,039 

未払金の増加額  234,517 288,834 

未払費用の増加額  114,417 76,620 

未払消費税等の減少
（△）額 

 △206,827 △21,279 

その他負債の増加額  457,002 224,614 

その他  8,034 1,313 

小計  6,117,414 7,427,935 

利息及び配当金の 
受取額 

 1,833 3,004

利息の支払額  △94,063 △83,683

法人税等の支払額  △1,251,296 △1,754,073

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 4,773,888 5,593,183

 



  
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による
支出  

 △200,000 －

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,557,359 △2,233,482

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △73,702 △454,340

保証金等の差入による
支出 

 △686,903 △1,180,225

保証金等の返還による
収入 

 305,861 494,178

その他  52,616 50,919

  
投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,159,487 △3,322,950

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

長期借入金の返済によ
る支出 

 △1,376,000 △1,321,000

株式の発行による収入  1,216 7,658

配当金の支払額  － △142,038

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,374,784 △1,455,379

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 13,543 △24,117

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 1,253,160 790,735

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,869,966 5,123,127

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 5,123,127 5,913,862

    



④【利益処分計算書】 

  
第10期 

株主総会承認日 
(平成17年６月24日) 

第11期 
株主総会承認日 
(平成18年６月27日) 

区分 
注記 
番号 

 金額（千円）  金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,189,995  2,824,480 

 Ⅱ 利益処分額      

  １．配当金  142,038 142,038 213,149 213,149 

Ⅲ 次期繰越利益   1,047,957  2,611,330 

      



重要な会計方針 

項目 
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

────── 

  

満期保有目的の債券 

 償却原価法(定額法)によっております。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品及び貯蔵品 

 月次総平均法による原価法によってお

ります。 

商品及び貯蔵品 

同左 

３．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 原則として時価法によっております。 同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は建物８～18

年、工具器具及び備品５～８年であり

ます。 

（会計処理方法の変更) 

 有形固定資産のうち取得価額が10万

円以上20万円未満の資産については、

従来、定率法により減価償却を行って

おりましたが、当事業年度より取得時

に全額費用処理する方法に変更いたし

ました。この変更は、出店数の増加に

伴い資産数量が増加している状況に鑑

み、当事業年度において資産の使用状

況等を再度検討したことを機に、当該

資産の費用化の実態に会計処理を合わ

せるために行ったものであります。 

 この変更により、従来の方法によっ

た場合に比べ、販売費及び一般管理費

が186,733千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

同額減少しております。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は建物８～18

年、工具器具及び備品５～８年であり

ます。 

 ────── 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は自社利用ソフ

トウェア５年であります。 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

 一定期間にわたり均等償却しており

ます。 

 なお、主な償却年数は３～５年であ

ります。 

(3）長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法  新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 新株発行費 

同左 

６．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 なお、為替予約の振当処理の対象とな

っている外貨建金銭債権債務は、当該為

替予約の円貨額に換算しております。 

同左 

 



項目 
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を検討して計上してお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来における支給見積額のうち

当期対応分相当額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

   

８．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。ただし、外貨建金銭債務

をヘッジ対象とする為替予約について

は振当処理によっており、金利スワッ

プについては特例処理を採用しており

ます。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約  外貨建金銭債務及び外貨

建予定取引 

金利スワップ  支払利息 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場変動リスクを

回避する目的で、デリバティブ取引に

関する権限規程及び取引限度額を定め

た内部規程に基づき、一定の範囲内で

ヘッジ取引を行っております。 

 また、借入金の金利変動リスクを回

避する目的で、資金調達時の取締役会

決議に基づき、個別契約毎にヘッジ取

引を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計を、半期ごと

に比較し、両者の変動額等を基礎にし

てヘッジ有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省

略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



会計処理方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

項目 
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

10．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

11．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準   

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は662,807千円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

第10期 
（平成17年３月31日） 

第11期 
（平成18年３月31日） 

※１．関係会社に対する債務      306,985千円  ────── 

※２．会社が発行する株式の総数及び発行済株式数 ※２．会社が発行する株式の総数及び発行済株式数 

会社が発行する株式

の総数 
 普通株式 4,800,000株 

発行済株式総数   普通株式 1,420,380株 

会社が発行する株式

の総数 
 普通株式 4,800,000株 

発行済株式総数   普通株式 1,420,999株 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．他勘定振替高の内容 ※１．他勘定振替高の内容 

見本費 

（販売費及び一般管理費） 
146,890千円

福利厚生費 

（販売費及び一般管理費） 
216,926千円

消耗品費 

（販売費及び一般管理費） 
45,187千円

その他 69,961千円

 478,965千円

見本費 

（販売費及び一般管理費） 
190,097千円

福利厚生費 

（販売費及び一般管理費） 
232,704千円

消耗品費 

（販売費及び一般管理費） 
8,278千円

その他 71,736千円

 502,816千円

 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※２．固定資産除却損の内容 ※２．固定資産除却損の内容 

建物 15,750千円

工具器具及び備品 26,171千円

 41,922千円

建物 6,193千円

工具器具及び備品 28,586千円

その他 2,254千円

 37,034千円

※３．店舗等閉鎖損の内容 ※３．店舗等閉鎖損の内容 

建物除却損 126,938千円

工具器具及び備品除却損 27,464千円

解体撤去費用 86,106千円

その他 26,832千円

 267,341千円

建物除却損 30,979千円

工具器具及び備品除却損 3,993千円

その他 1,595千円

 36,569千円

           ────── ※４．減損損失 

     当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

    当社は、店舗を基本単位としてグルーピングを行って

おります。営業損失が継続している店舗について帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物 

552,675千円、工具器具及び備品106,331千円、長期前払

費用3,800千円であります。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は主として使

用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

６％で割り引いて算定しております。 

用途 種類 場所 金額 

店舗 建物他 東京都  287,204千円 

店舗 建物他 大阪府  133,340千円 

店舗  建物他 その他  242,262千円 

 合    計  662,807千円 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金 5,123,127千円

現金及び現金同等物 5,123,127千円

現金及び預金 4,999,059千円

有価証券 914,803千円

現金及び現金同等物 5,913,862千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

     時価評価されていない有価証券の内容 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 

648,044 405,317 242,727 

ソフトウェア 195,463 153,271 42,191 

合計 843,508 558,589 284,919 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及び
備品 

450,674 279,647 171,027 

ソフトウェア 83,712 72,238 11,474 

合計 534,387 351,885 182,501 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 159,454千円

１年超 125,464千円

合計 284,919千円

１年内 96,614千円

１年超 85,886千円

合計 182,501千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 270,922千円

減価償却費相当額 270,922千円

支払リース料 172,556千円

減価償却費相当額 172,556千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

────── ────── 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

第10期 
（平成17年３月31日） 

第11期 
（平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 
 満期保有目的の債券 

  コマーシャルペーパー        914,803千円 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引で

あります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通貨関連では商品・店

舗資材等の輸入取引に係る為替変動（円安）リスクを

回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また金利

関連では、借入金利について金融市場における利率上

昇リスクを回避する目的で利用しております。 

 なお、当該デリバティブ取引を利用してヘッジ会計

を行っております。ヘッジ会計の方法については、重

要な会計方針９．ヘッジ会計の方法に記載のとおりで

あります。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、相場の変

動によって発生する損失の可能性（市場リスク）と、

取引相手が契約不履行となることによって被る損失の

可能性（信用リスク）とを有しております。 

 このうち、為替予約の市場リスクについては、ヘッ

ジの対象である取引の価格変動により基本的に相殺さ

れております。一方、金利スワップについては「受取

変動・支払固定」条件であるため、市場リスクはない

ものと認識しております。 

 また当社は、信用度の高い金融機関とのみ取引を行

っており、信用リスクはほとんどないものと認識して

おります。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、管理本

部が決裁権のある役員の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

第10期（平成17年３月31日現在） 

(1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 期末の時価は先物為替相場によっております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

(2）金利関連 

 金利関連のデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 

第11期（平成18年３月31日現在） 

(1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 期末の時価は先物為替相場によっております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

(2）金利関連 

 金利関連のデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 

（退職給付関係） 

区 分 種 類 
契約額等（千円） 

時価（千円） 評価損益（千円） 
 うち1年超 

市場取

引以外

の取引 

為替予約取引         

買建         

米ドル 225,094 225,094 209,350 △15,743 

合  計 225,094 225,094 209,350 △15,743 

区 分 種 類 
契約額等（千円） 

時価（千円） 評価損益（千円） 
 うち1年超 

市場取

引以外

の取引 

為替予約取引         

買建         

米ドル 165,878 － 174,252 8,373 

合  計 165,878 － 174,252 8,373 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度の全部を、従業員が給与へ

の加算又は確定拠出年金を選択する制度を採用してお

ります。 

同左 

２．退職給付費用の内訳 ２．退職給付費用の内訳 

確定拠出年金への掛金支払額 30,636千円

計 30,636千円

確定拠出年金への掛金支払額 30,166千円

計 30,166千円



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 千円

未払事業所税 25,393 

未払事業税 131,037 

減価償却超過額 453,429 

一括償却資産損金算入限度超過

額  

57,933 

貸倒引当金限度超過額 41,070 

賞与引当金限度超過額 120,467 

役員退職慰労引当金 

損金不算入額 
44,518 

未払費用否認 278,332 

前受金益金算入額 370,974 

その他 54,377 

繰延税金資産合計 1,577,536 

繰延税金負債  

退職給付引当金 533 

繰延税金負債合計 533 

繰延税金資産の純額 1,577,003 

繰延税金資産 千円

未払事業所税 26,173 

未払事業税 119,890 

減価償却超過額 461,452 

一括償却資産損金算入限度超過

額  

79,407 

貸倒引当金限度超過額 29,203 

賞与引当金限度超過額 132,426 

役員退職慰労引当金 

損金不算入額 
45,422 

未払費用否認 301,399 

前受金益金算入額 487,215 

減損損失累計額 257,400 

その他 24,813 

繰延税金資産合計 1,964,804 

繰延税金資産の純額 1,964,804 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.34 

住民税均等割 8.45 

その他 △0.28 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
49.20 

法定実効税率 40.69％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.37 

住民税均等割 6.47 

その他 △1.09 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.44 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 



【関連当事者との取引】 

第10期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

(2）兄弟会社等 

(3）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記(1）、(2）、(3)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 

２．株式会社サザビーの事業内容は、バッグ、服飾品、服飾雑貨、家具、生活雑貨等の企画、販売及びティール

ーム、レストランの運営であります。 

３．株式会社チャヤレストランシステムズは、当社代表取締役角田雄二の近親者が議決権の90％を所有しており

ます。 

４．株式会社スズキヤは、当社代表取締役角田雄二及びその近親者が議決権の72％を所有しております。 

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
被所有割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他

の関係

会社の

親会社 

スターバック

ス・コーポレ

ーション 

アメリカ

合衆国 

ワシント

ン州 シ

アトル市 

832百万 

米ドル 

コーヒー

の仕入販

売等及び

コーヒー

ストアの

経営 

（被所有） 

間接40.1％ 

兼任 

３名 

供給 

契約 

商品及び消

耗品の購入

等 

3,935,844 

買掛金 

未払金 

未払費用 

205,497 

5,179 

6,895 

店舗設備資

材の購入 
198,733 未払金 13,352 

銀行借入に

ついての被

債務保証 

1,094,000 － － 

その他

の関係

会社 

株式会社 

サザビー 

東京都 

渋谷区 

4,593,973 

千円 
（注）２ 

（被所有） 

直接40.1％ 

兼任 

２名 

技術・

ノウハ

ウ・サ

ービス

契約 

ロイヤリテ

ィーの支払 
192,872 未払金 17,361 

銀行借入に

ついての被

債務保証 

1,094,000 － － 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他

の関係

会社の

子会社 

エスビーア

イ・ネバダ・

インク 

アメリカ

合衆国 

ネバダ州 

１千 

米ドル 

ライセン

ス管理 
－ 

兼任 

２名 

商標・

技術ラ

イセン

ス契約 

ロイヤリテ

ィーの支払 
3,388,669 未払金 365,059 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権
等の所
有（被
所有）
割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社 

株式会社チャ

ヤレストレン

システムズ

(注３) 

神奈川県

三浦郡葉

山町 

 10,000 

千円 

レストラ

ン・和洋

菓子製造

販売業 

－ － 

当社が

販売す

るペス

トリー

の一部

を製造 

商品の購入 22,546 買掛金 1,909 

株式会社スズ

キヤ(注４) 

神奈川県

逗子市 

250,000 

千円 

総合食料

品小売業 
－ 

兼任 

１名  

建物の

賃借 
店舗の賃借 10,654 

差入保証

金 

前払費用 

14,000 

765 



取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．スターバックス・コーポレーションからの商品、消耗品、店舗設備資材の購入については、当社と同社

の間で締結した「供給契約」に基づき、同社の製造原価に当該契約に定めのある一定の料率を加算して

算定した額をもって取引しております。 

２．スターバックス・コーポレーション及び株式会社サザビーとの銀行借入についての被債務保証について

は、保証料を支払っておりません。 

３．当社は株式会社サザビーとの間で「技術・ノウハウ・サービス契約」を締結しており、当該契約に基づ

き、売上高の一定率をロイヤリティーとして支払っております。 

４．当社はエスビーアイ・ネバダ・インクとの間で「商標・技術ライセンス契約」を締結しており、当該契

約に基づき、売上高の一定率をロイヤリティーとして支払っております。 

５．株式会社チャヤレストランシステムズからの商品の購入については、同社と関連を有しない他の当事者

との取引価格を参考に同社と交渉のうえ決定しております。 

６．株式会社スズキヤからの店舗の賃借については、近隣の賃料相場を勘案の上決定しております。 

第11期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

(2）兄弟会社等 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
被所有割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他

の関係

会社の

親会社 

スターバック

ス・コーポレ

ーション 

アメリカ

合衆国 

ワシント

ン州 シ

アトル市 

111百万 

米ドル 

コーヒー

の仕入販

売等及び

コーヒー

ストアの

経営 

（被所有） 

間接40.1％ 

兼任 

３名 

供給 

契約 

商品及び消

耗品の購入

等 

4,461,887 

買掛金 

未払金 

未払費用 

73,267 

7,157 

3,507 

店舗設備資

材の購入 
291,283 未払金 9,293 

銀行借入に

ついての被

債務保証 

783,500 － － 

その他

の関係

会社 

株式会社 

サザビーリー

グ 

東京都 

渋谷区 

4,593,973 

千円 
（注２） 

（被所有） 

直接40.1％ 

兼任 

２名 

技術・

ノウハ

ウ・サ

ービス

契約 

ロイヤリテ

ィーの支払 
39,903 ー － 

銀行借入に

ついての被

債務保証 

783,500 － － 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他

の関係

会社の

子会社 

エスビーア

イ・ネバダ・

インク 

アメリカ

合衆国 

ネバダ州 

１千 

米ドル 

ライセン

ス管理 
－ 

兼任 

３名 

商標・

技術ラ

イセン

ス契約 

ロイヤリテ

ィーの支払 
3,791,895 未払金 431,955 



(3）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記(1）、(2）、(3)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 

２．株式会社サザビーリーグの事業内容は、バッグ、服飾品、服飾雑貨、家具、生活雑貨等の企画、販売及びテ

ィールーム、レストランの運営であります。 

３．株式会社日影茶屋（旧 株式会社チャヤレストランシステムズ)は、当社代表取締役角田雄二の近親者が議決

権の99％を所有しております。 

４．株式会社チャヤ マクロビオティックスは、当社代表取締役角田雄二の近親者が議決権の89％を所有してお

ります。 

５．株式会社スズキヤは、当社代表取締役角田雄二及びその近親者が議決権の76％を所有しております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．スターバックス・コーポレーションからの商品、消耗品、店舗設備資材の購入については、当社と同社

の間で締結した「供給契約」に基づき、同社の製造原価に当該契約に定めのある一定の料率を加算して

算定した額をもって取引しております。 

２．スターバックス・コーポレーション及び株式会社サザビーリーグとの銀行借入についての被債務保証に

ついては、保証料を支払っておりません。 

３．当社は株式会社サザビーリーグとの間で「技術・ノウハウ・サービス契約」を締結し、当該契約に基づ

き、売上高の一定率をロイヤリティーとして支払っておりました。同契約は平成17年６月末日をもって

満了となりました。 

４．当社はエスビーアイ・ネバダ・インクとの間で「商標・技術ライセンス契約」を締結しており、当該契

約に基づき、売上高の一定率をロイヤリティーとして支払っております。 

５．株式会社日影茶屋（旧 株式会社チャヤレストランシステムズ)からの商品の購入については、同社と関

連を有しない他の当事者との取引価格を参考に同社と交渉のうえ決定しております。 

６. 株式会社チャヤ マクロビオティックスへの店舗の賃貸については、近隣の賃料相場を勘案の上決定し

ております。 

７．株式会社スズキヤからの店舗の賃借については、近隣の賃料相場を勘案の上決定しております。  

属性 会社等の名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権
等の所
有（被
所有）
割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社 

株式会社日影

茶屋(注３) 

神奈川県

三浦郡葉

山町 

10,000 

千円 

飲食業／

洋菓子製

造小売・

喫茶業態 

－ － 

当社が

販売す

るペス

トリー

の一部

を製造 

商品の購入 23,097 買掛金 1,802 

株式会社チャ

ヤ マクロビ

オティックス

（注４） 

神奈川県

三浦郡葉

山町 

85,000 

千円 

マクロビ

オティッ

ク料理店

経営 

－ － 
建物の

賃貸 
店舗の賃貸 1,626 

前受金 

長期預り

金 

262 

 

3,000 

株式会社スズ

キヤ(注５) 

神奈川県

逗子市 

250,000 

千円 

総合食料

品小売業 
－ 

兼任 

１名  

建物の

賃借 
店舗の賃借 9,859 

差入保証

金 

前払費用 

14,000 

765 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

（重要な後発事象） 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 14,382.68円 

１株当たり当期純利益金額 826.10円 

１株当たり純資産額 15,532.05円 

１株当たり当期純利益金額 1,250.53円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
820.98円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
1,237.01円 

 
第10期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益(千円) 1,173,343 1,776,523 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益(千円) 1,173,343 1,776,523 

 期中平均株式数(株) 1,420,337 1,420,622 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

(千円) 
    

 当期純利益調整額(千円) － － 

 普通株式増加数(株) 8,869                        15,527  

 （うち新株予約権） (8,869)                       (15,527)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権１種類 

平成14年６月25日定時株主総会決

議に基づくもの 

① 新株予約権の数7,162個 

② 新株予約権の目的となる株式

の数 7,162株 

③ 新株予約権の行使時の払込金

額 30,500円 

 該当事項はありません。 

第10期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第11期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 【債券】 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。 

 （注）２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。 

  （注）３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

  

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

 有価証券 

満期保有

目的の債

券  

 芙蓉総合リースＣＰ 500,000 499,849 

 カクタス・ファンディングＣＰ 415,000 414,953 

小計 915,000 914,803 

計 915,000 914,803 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 13,339,065 1,321,812 
787,895 

     (552,675)
13,872,982 7,251,322 1,212,611 6,621,659 

構築物 3,973 547 － 4,520 1,553 588 2,966 

車両運搬具 3,120 23,068 － 26,189 4,279 1,348 21,909 

工具器具及び備品 7,323,771 1,149,282 
359,030 

     (106,331)
8,114,023 5,409,813 906,206 2,704,210 

建設仮勘定 188,835 187,276 176,258 199,853 － － 199,853 

有形固定資産計 20,858,766 2,681,987 
1,323,184 

     (659,006)
22,217,569 12,666,968 2,120,753 9,550,600 

無形固定資産        

ソフトウェア 420,498 214,650 － 635,148 277,522 96,648 357,626 

電話加入権 78,221 － 100 78,121 － － 78,121 

ソフトウェア仮勘定 － 307,610 － 307,610 － － 307,610 

無形固定資産計 498,720 522,260 100 1,020,881 277,522 96,648 743,358 

長期前払費用  424,577 46,135 
45,575 

    (3,800)
425,137 327,220 30,650 97,916 

建      物 

同      上  

直営店新設（55店舗) 

改装（リモデル・リフレッシュ47店舗) 

1,002,648

137,914

千円 

千円  

工具器具及び備品 

同      上  

直営店新設（55店舗) 

改装（リモデル・リフレッシュ47店舗) 

501,897

120,007

千円 

千円  

建      物 店舗等の閉鎖 150,246千円 



【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率は、期末時点での加重平均利率によっております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

す。 

【資本金等明細表】 

（注）発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による取崩高であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,001,000 1,001,000 1.27 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,062,000 3,741,000 1.38 
平成19年４月～ 

平成26年１月 

その他の有利子負債 － － － － 

計 6,063,000 4,742,000 － － 

 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 901,000 2,176,000 239,000 195,000 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 8,331,911 3,829 － 8,335,740 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） (1,420,380) (619) － (1,420,999) 

普通株式 （千円） 8,331,911 3,829 － 8,335,740 

計 （株） (1,420,380) (619) － (1,420,999) 

計 （千円） 8,331,911 3,829 － 8,335,740 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

資本準備金      

株式払込剰余金 （千円） 10,906,971 3,829 － 10,910,800 

計 （千円） 10,906,971 3,829 － 10,910,800 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 （千円） － － － － 

任意積立金 （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 118,463 92,535 37,778 80,685 92,535 

賞与引当金 296,062 325,452 296,062 － 325,452 

役員退職慰労引当金 109,409 12,151 9,930 － 111,629 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円） 

現金 224,842 

預金  

当座預金 2,053,863 

普通預金 672,464 

別段預金 1,515 

定期預金 2,000,000 

郵便貯金 46,373 

小計 4,774,217 

合計 4,999,059 

相手先 金額（千円） 

イオン株式会社 186,060 

イオンモール株式会社 167,941 

株式会社ダイヤモンドシティ 106,734 

株式会社パルコ 93,299 

株式会社イトーヨーカ堂 55,217 

その他 1,645,293 

合計 2,254,547 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

1,885,466 36,683,904 36,314,822 2,254,547 94.2 20.6 



③ 商品 

④ 貯蔵品 

⑤ 差入保証金 

⑥ 買掛金 

品目 金額（千円） 

コーヒー豆 374,602 

シロップ等 231,519 

コーヒー器具 206,151 

容器・包装資材 107,200 

その他 151,602 

合計 1,071,078 

品目 金額（千円） 

店舗用消耗品 100,565 

広告宣伝用消耗品 16,167 

その他 800 

合計 117,533 

区分 金額（千円） 

店舗建物賃借保証金（573店舗） 12,418,236 

その他 398,351 

合計 12,816,587 

相手先 金額（千円） 

伊藤忠商事株式会社 1,234,369 

スターバックス・コーポレーション 73,267 

有限会社ソロカップアジアパシフィック 33,567 

スーパーバッグ株式会社 18,326 

パシフィックマーケットインターナショナル 14,113 

その他 56,347 

合計 1,429,993 



⑦ 未払金 

   ⑧ 未払費用 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 金額（千円） 

 店舗等設備 895,132 

 ロイヤリティ 431,955 

 未払賞与 393,140 

 その他 637,032 

合計 2,357,261 

区分 金額（千円） 

給与 1,053,060 

不動産賃借料 344,457 

社会保険料 216,249 

水道光熱費 160,300 

その他 72,219 

合計 1,846,286 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）当社定款において、株主総会普通決議の決議要件は議決権を行使することができる株主の３分の２以上と定めら

れております。 

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内 

基準日 ３月31日 

株券の種類 1株券 10株券 1,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 －  

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

   野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料  

株券喪失登録手数料 
株券喪失登録の申請１件につき 10,000円 

  申請に係る株券１枚につき     500円 

公告掲載方法 日本経済新聞  

株主に対する特典 

１ ３月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載されている株主に

対して、その所有株式数に応じて次のとおり株主優待券を発行する。 

１株～４株・・・・・・・・・・２枚 

５株～９株・・・・・・・・・・４枚 

10株～99株・・・・・・・・・・10枚 

100株以上 ・・・・・・・・・・20枚 

２ 優待の内容 

ドリンク無料券 

３ 利用可能店舗 

日本全国のスターバックス コーヒーストア（ホールビーンストアを

除く） 

４ 有効期限 

翌年の３月31日まで 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第10期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月27日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書  

 平成17年６月27日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（募集に該当しない新株予約権証券の取得の申込みの勧

誘）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(3）半期報告書 

 （第11期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月19日関東財務局長に提出 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

   平成17年６月24日 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 桃崎 有治  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 北村 嘉章  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスタ

ーバックス コーヒー ジャパン 株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１０期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スターバ

ックス コーヒー ジャパン 株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成18年６月27日 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 桃崎 有治  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 北村 嘉章  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスタ

ーバックス コーヒー ジャパン 株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１１期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スターバ

ックス コーヒー ジャパン 株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることになった

ため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。       

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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